赤坂・青山共育情報局運営要領

平成21年10月21日

 (目的)

第1条　この要領は、地域の子ども向けの事業に関わる団体（以下「団体」という。）の情報の共有化などのサポートを行う「赤坂・青山共育情報局」（以下「情報局」という。）の団体登録及び子ども向け事業情報の掲載について、必要な事項を定めることを目的とする。

(団体の登録)
第2条　情報局のホームページ及び情報誌への情報の掲載、各種相談、サポートを希望する団体は、本要領に定める事項に基づき登録を受けなければならない。
(登録の要件)

第3条　登録できる団体は、赤坂・青山地区において小・中学生、高校生向けの事業を提供する団体で、次のいずれにも該当しない

ものとする。 
(1)　宗教活動及び政治活動を主な目的とするもの

(2)　暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの

(3)　その他本事業の趣旨にそぐわないと区長が判断するもの
(登録の申請)
第4条　登録を受けようとする団体は、次の書類を区長に提出しなければならない。

(1)　赤坂・青山共育情報局団体登録申請書(第1号様式)

(2)　団体規約

(3)　役員名簿

(登録申請の受理・決定)

第5条　区長は、申請を受理し、その内容が第3条に定める登録の用件に適合するか否かを審査する。

2　区長は、申請を承認し登録を決定したときは、登録承認書(第2号様式)を交付する。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、発行日から3年間とする。
(登録の更新等)
第7条　有効期間満了後、引き続き登録を希望する団体は、原則として有効期間満了の3ヶ月前から更新の手続きをしなければならない。

2　更新の手続きは、新規登録の場合と同様とする。

3　登録団体で、登録事項に変更のあった場合には、登録事項変更届(第3号様式)を区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条　区長は、登録団体が登録の要件に適合しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(子ども向け事業情報の掲載)
第9条　登録団体は、団体の主催する子ども向け事業の情報で次の
いずれにも該当しないものを情報局の提供するホームページ及び
情報紙等に掲載することができる。

(1)　営利を目的とするもの

(2)　赤坂・青山地区の小・中学生又は高校生が対象でないもの

(3)　政治・宗教活動にあたるもの
(4)　公益を害するおそれのあるもの

(5)　その他本事業の趣旨にそぐわないと判断されるもの
2　区長は、前項にかかわらず適当と認めるときは、登録団体以外の団体が主催する情報を掲載することができる。

(その他)

第10条　この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は
別に定める。

付　則

この要綱は、平成21年10月21日から施行する。
